
久喜市重度心身障がい者自動車等燃料費助成事業実施要綱の一部を改正す

る告示 

久喜市重度心身障がい者自動車等燃料費助成事業実施要綱（平成２２年久喜市

告示第１１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「当該重度心身障がい者の直系血族若しくはその配偶者若しく

は当該重度心身障がい者の兄弟姉妹若しくはその配偶者」を「当該重度心身障が

い者の３親等以内の親族」に改める。 

第４条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定による助成金の額は、次の表のとおりとする。 

次条の申請を受理した日の属する月 限度額 

４月から６月まで １０，０００円 

７月から９月まで ７，５００円 

１０月から１２月まで ５，０００円 

１月から３月まで ２，５００円 

第６条に次の１項を加える。 

２ 市長は、対象者に交付した利用券について、紛失等した場合であっても再交

付しない。 

第７条第１項中「６枚」を「１０枚」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

自動車等燃料費利用券交付申請書 

 

  年  月  日  

 

久喜市長    あて 

 

申請者 住 所                

氏 名                

電話番号               

障がい者との続柄            

 

 久喜市重度心身障がい者自動車等燃料費助成事業実施要綱第５条の規定に基づき、自動車等

燃料費の助成を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

障 

 

が 

 

い 

 

者 

住     所 久喜市 

ふ り が な  

氏     名 
 

生 年 月 日      年    月    日 

障

が

い

の

状

況 

身体障害者  

手        帳 

１ 埼玉県    

２ （      ）都道府県  

        第         号   １級 ・ ２級 ・ ３級 

療 育 手 帳 埼玉県 第         号    Ⓐ ・  Ａ  ・ Ｂ 

精神障害者  

保健福祉手帳 
埼玉県 第         号    １級  ・ ２級 

自

動

車 

等 

所 有 者 

住 所 久喜市 

氏 名  
障がい者との 

続 柄 
 

登 録 番 号  

 

 

自動車等燃料費利用券を次のとおり受領しました。                                    

                                                                     年  月  日 

 

   利用券枚数   ２０・１５・１０・５ 枚 

   利用者番号        第     号 

 氏名  



 様式第２号（表）を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（表） 

 

  ○久喜市自動車等燃料費利用券 

     

 

  （事業者控） 久喜市 

  自動車等燃料費利用券 
  

助 成 額 円 
  

利

用

者

は

切

り

離

さ

な

い

こ

と 

番 号   
  

番 号   
  

 

  発行者 

久喜市長        印 

  （有効期間）  年  月  日から 

          年  月  日まで 

 

  助成額     円 

 

（有効期間） 年 月 日から 

          年 月 日まで 

  

利 用 月 月    

    

利 用 月   月  

  

事業者名   事業者名 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第２号（裏）を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏） 

 

利用者の方へ 

 

・ この利用券は、１回の給油につき 

１０枚まで使用できます。 

・ １枚の利用につき助成額に満たな
い給油であってもおつりは出ませ

ん。 

・ 資格を喪失したときは、使用してい
ない利用券を返してください。 

・ 申請事項に変更があった場合は、速
やかに届け出てください。 

・ この利用券を他人に譲渡するなど
不正に使用すると助成できなくな

ります。 

・ この利用券は、指定のガソリンスタ
ンドでのみ利用できます。 

 

 

     事業者の方へ 

 

 １ この利用券の提出があったときは、自動車

等燃料購入代金から助成額を差し引いた金

額を利用者から受け取ってください。 

 

 ２ 助成額については、下記にご請求ください。 

 

 

 

   ご請求先（お問合せ先） 

   〒 

           久喜市  部    課 

             ＴＥＬ 

             ＦＡＸ 

 

 

 



附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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